
 

上尾市一般廃棄物収集運搬業の許可にかかる基本方針 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第７条及び第７条の２に基づく一

般廃棄物収集運搬業の許可について、第6条により定めた一般廃棄物処理計画との適合性

を確認し、一般廃棄物の収集運搬を継続的かつ安定的なものとするため、基本方針を次のと

おり定める。 

 

１．一般廃棄物収集運搬業の許可方針 

一般廃棄物収集運搬業については、現在許可を受けている事業者により適正処理が確

保されているため、新たな許可は行わない。 

ただし、次の各号についてはこの限りではない。 

(１)個人事業主の親族への代替わりや、当該個人事業主を代表者として法人化する場合。 

(２)既許可業者と許可を持たない事業者の合併に伴って許可申請する場合であって、合

併後の事業者が既許可業者の事業をすべて承継することで、引き続き一般廃棄物処理

計画に適合すると認められる場合。 

(３)市または既許可業者による一般廃棄物の収集運搬が困難となる事由が発生し、新た

な事業者への許可が一般廃棄物処理計画に適合すると認められる場合。 

 

２．基本方針の見直しについて 

現行の処理体制で一般廃棄物の適正処理が確保されているか否かについては、次の

各号に該当する場合に一般廃棄物の排出量の変化等を確認し、本方針の見直しについて

検討するものとする。 

(１)大規模事業所の新設等により、明らかに多量排出が生じる見込みがある場合 

(２)既許可業者の廃業により、収集運搬体制に大きな影響があると見込まれる場合 

(３)その他一般廃棄物の排出量に著しい変動が見込まれる場合 

 

３．施行期日 

令和７年４月１日 


